
 
 
 

行動計画期間 

平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日 

 

取組の概要（達成しようとした目標と目標の達成状況） 

 

目標１、所定外労働時間の削減。 

各部店ごとの月間平均所定外労働時間数の目標を設定して通知し、現状分析と業務

分担の見直しに取り組んだ。出張所、本部業務集中センターは７時間、これ以外のグ

ループは１４時間とそれぞれ月平均の所定労働時間数の目標を定めこれを達成した。 

 

目標２、男性の子育て支援を目的とする休暇等の取得促進に向けた環境の整備。 

     育児休業の規定をはじめ、行内の規定の改定を検討するとともに、子育てを子育て

を目的とする休暇等の取得状況を調査した。 

     育児休業規定を見直し、休業期間の一部について給与等を有給としたほか、男性労

働者向けのリーフレットを作成し、婚姻後の行員に向けてメールの送信を行った。 

      

目標３、女性活躍の場を拡大し、働きがいのある職場づくりに向けた環境の整備。 

     人材育成のための研修を実施し、女性の職域や管理職登用の拡大が図られた。 

    （ 平 成 ２ ８ 年 に 女 性 活 躍 推 進 法 に 基 づ く 認 定 を 取 得 し た 。）

 

 
平成３０年１２月２６日認定 

認定企業における行動計画と取組の概要 

 

 株式会社山陰合同銀行      
所 在 地：松江市魚町１０番地 
業  種：金融業 
企業概要：１９４１年７月１日創立 

平成２４年にくるみんを認定。また、女性の活躍 
推進の取り組みで、平成２８年にえるぼしを認定。 

労働者数：３，０９５人(男性１，２７９名、女性１，８１６名) 

 

平成３１年１月３０日に島根労働局

において認定通知書交付式を行い

ました。（写真） 


